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第６回白石町総合計画審議会 会議録（要旨） 

 

■日 時 令和３年１２月１日（水）午後７時００分～午後８時３０分 

■場 所 白石町役場庁舎３階大会議室 

■出席者 委員：１７人出席 

    町：副町長、企画財政課職員５人 

 

【開会】 

 

【副会長挨拶】 

〇会 長 

本日は、第３次総合計画の素案初版についてご審議いただく。皆さんの

ご協力をお願いする。 

 

【審議事項】 

〇事務局 

審議事項については、会長に進行をお願いする。 

 

〇会 長 

（１）第３次白石町総合計画（素案初版）について議題とする。①素案

初版の構成等について、②実施計画について合わせて事務局から説明を

お願いする。 

 

《資料：第３次総合計画素案初版に基づき事務局説明》 

 

〇会 長 

①②について説明があったが、意見等があればお願いする。 

 

〇委 員 

総合基本計画の中にもう少し具体的なことを記載できないか。 
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〇事務局 

具体的な事業や取組については実施計画に記載するのでご理解いただき

たい。 

 

〇委 員 

白石町には、約１８０名の外国人が在住していると聞いており、お互い

が暮らしやすいように何らかの施策を記載する必要がないか。 

 

〇事務局 

素案初版の２７ページ、施策１２「地域共生社会の構築」が内容的に近

い。担当課と協議して、施策の記載を検討したい。 

 

〇委 員 

資料「審議会でいただいた主な意見」を資料として添付できないか。 

 

〇事務局 

総合計画を策定するうえで、基とする意見としては、住民アンケートや

審議会、パブリックコメント等があるが、すべてを計画書に掲載すると内

容も膨大となる。すべてホームページで公開するのでそちらで確認してい

ただきたい。 

 

〇委 員 

審議会の中で「ＳＮＳでの情報発信・動画配信を、考えてはどうか」と

いう意見があったが、検討していくという記載があってもよいのでは。 

 

〇事務局 

ＳＮＳでの情報発信については、素案初版５５ページ、施策３３「広

報・まちの魅力発信・広聴の推進」の分野で記載をしている。 
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〇委 員 

総合計画素案初版２４ページで、ＪＲ長崎本線の維持について何らかの

取組を記載しなくてよいか。 

 

〇事務局 

ＪＲも含め、公共交通機関と記載していたが、具体的な記載について担

当課と検討をさせていただく。 

 

〇委 員 

素案初版２５ページで、高校が町内に２校あるので、統合・維持・存続

等に対する取り組みについて何らかの記載ができないか。 

 

〇事務局 

町内２校の高校とは、地域とつながるプロジェクトやサノンマルシェな

どで連携を行っているところだが、県立学校ということもあり、統合や存

続についての町の総合計画への記載はなじまないと考えている。 

 

〇委 員 

防災行政無線屋外スピーカーでの放送が反響等により聞き取りにくい箇

所がある。どうにかならないか。 

 

〇事務局 

聞こえやすいように調整はしているが、放送環境等にも影響されるの

で、限界がある。屋内の個別受信機で放送を確認してほしい。また、電話

で放送を聞き返すこともできるのでそちらを利用してほしい。 

 

〇委 員 

今後４年間の計画なので、コロナの文字をあまり前にださないほうがよ

いのでは。 
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〇事務局 

変更できるところは、感染症等の文言に変更したい。 

 

〇委 員 

 素案初版の３６ページの農林業の振興で、新しく農業を始める人への支

援は手厚いように見えるが、すでに後継者として就農している人への支援

が薄いように感じるので手厚くできないか。 

 

〇事務局 

 実施計画を作る段階で、ご意見を反映できるように担当課に伝える。 

 

〇委 員 

 実施計画を策定する段階でも委員の意見を反映できるように定期的に意

見交換をする場を作れないか。 

 

〇事務局 

 委員の皆さんからいただいた意見は責任を持って担当課につなぎ、実施

計画を策定していきたいと考えている。 

 

〇会 長 

 他になければ次に進ませていただく。 

 次に③審議会での意見について、事務局から説明をお願いします。 

 

《資料：審議会でいただいた主な意見に基づき事務局説明》 

 

〇会 長 

 質疑や意見等があればお願いする。 

 

〇会 長 

 なければ次に進ませていただく。 
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 次にパブリックコメントについて説明をお願いする。 

 

〇事務局 

 パブリックコメントは、計画素案を公開し、広く町民の皆さんの意見を

聴取する制度となる。 

本日、審議会でいただいた意見等に基づいて修正した計画でパブリック

コメントを実施する。期間は１２月２０日から１月１９日まで、告知につ

いては、広報誌、ホームページ、ＳＮＳ等で行いたい。対象者は町内にお

住まいの方や町内にお勤めの方となる。結果は、次回の審議会で報告をさ

せていただく。委員の皆さんにおいてもご意見等があればパブリックコメ

ントでもいただきたい。 

 

〇会 長 

 質問や意見等があればお願いする。 

 

〇会 長 

 なければ（２）その他に進ませていただく。 

 何か質問やご意見等ないか。 

 

〇委 員 

 子育てサークルをやっているが、自分たちの子供も段々大きくなってき

て、メンバーの中には、今度は祖父、祖母の介護をしないといけないとい

う方もいらっしゃる。そういう方は困りごとも多いと聞くので、意見交換

する場があれば今後必ず役に立つと思う。 

 

〇事務局 

 本町においては、小さい子をお持ちの方に対しては、子育て世代の場の

集まる場がなかったので、ママカフェなどを実施して、意見交換の場を持

っている。ご意見は、介護に関して相談する場や意見交換をする場があっ

た方がよいということなので、今後、高齢化が進むことにより、介護に携
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わる方も多くなってくるので検討していきたい。 

 

〇会 長 

 他にあったらお願いしたい。 

 

〇会 長 

 なければ、次に進む。 

進行を事務局に戻す。 

 

〇事務局 

 事務連絡をさせていただく。本日の意見を踏まえて修正を加えた素案に

てパブリックコメントを実施する。その後、パブリックコメントでいただ

いた意見を踏まえ、更に修正したものを次回の審議会で答申案ということ

でお示しし、町長に対して答申までお願いしたいと考えている。 

 

【閉会】 

〇事務局 

次回が最後の審議会になるが、２月初旬に予定している。それまでに計

画について気づいた点があれば事務局までご意見をいただければと思う。

本日の審議会はこれで終了させていただく。 


